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船舶事故調査報告書 

 

                             令和４年１０月１９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 操縦者等死傷 

発生日時 令和３年８月２６日 １６時４１分ごろ 

発生場所 福岡県福
ふく

津
つ

市福
ふく

間
ま

海岸西方沖 

 津
つ

屋
や

崎
ざき

鼻灯台から真方位１３３°１.４海里付近 

（概位 北緯３３°４６.３′ 東経１３０°２８.２′） 

事故の概要  水上オートバイ J
ジャパン

N
ネットワーク

G
グループ

は、航走中、操縦者及び同乗者２人

が落水し、操縦者が溺死し、同乗者２人が負傷した。 

事故調査の経過 令和３年８月３０日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者からの意見聴取は、本人が本事故で死亡したため、行わ

なかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等  

 

Ａ 水上オートバイ JNG、０.２トン 

２９０－６１５５４福岡、株式会社ジャパンネットワークグ 

ループ 

２.８９ｍ（Lr）×１.１０ｍ×０.４６ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関、１５４.５kＷ、平成２２年７月 

 乗組員等に関する情報 操縦者Ａ ６０歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士 

  免許登録日 平成２６年７月７日 

  令和元年７月８日をもって失効していた。 

同乗者Ａ₁ ２６歳 

操縦免許 なし 

同乗者Ａ₂ ２７歳 

 操縦免許 なし 

 死傷者等 死亡 １人（操縦者Ａ）、重傷 １人（同乗者Ａ₁）、軽傷 １人（同

乗者Ａ₂） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西、風力 ２、視界 良好 

海象：波向 西、波高 約０.２～０.３ｍ、水温 約２７℃ 

 事故の経過 Ａ船は、操縦者Ａが１人で乗り組み、同乗者２人（以下、操縦者Ａ

のすぐ後ろに着席していた同乗者を「同乗者Ａ₁」、最後部に着席して

いた同乗者を「同乗者Ａ₂」という。）を乗せ、令和３年８月２６日 
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１６時４０分ごろ、福津市福間漁港の北方２３０ｍ付近に当たる福間

海岸南部の砂浜（以下「本件砂浜」という。）を出発して北方に向け

て遊走を始めた。 

Ａ船は、風力２の西風により高さ約０.２～０.３ｍの風浪（風によ

り発生する波）が発生している状況下、福間海岸西方沖１００ｍ付近

を左舷方から風浪を受けて海面を小刻みに飛び跳ねながら北進中、 

１６時４１分ごろ、右舷側に傾いた状態で跳ね上がって着水し、その

まま右舷側に横転するとともに操縦者Ａ、同乗者Ａ₁及び同乗者Ａ₂が

落水した。 

操縦者Ａの友人（以下「目撃者Ａ」という。）は、自身が経営する

福間海岸所在のマリンショップＡからＡ船の転覆を目撃し、その後、

うつぶせ
．．．．

の状態で浮いていた操縦者Ａが、同乗者Ａ₂により仰向けの

状態にされた後、意識がない様子だったので、マリンショップＡの従

業員（以下「船長Ｂ」という。）に水上オートバイ（以下「Ｂ船」と

いう。）で操縦者Ａの救助に向かうよう指示した。 

本件砂浜から北方に向けて遊走を開始した水上オートバイ（以下

「Ｃ船」という。）の船長（以下「船長Ｃ」という。）は、無人で浮い

ているＡ船とＡ船の付近に浮いていた操縦者Ａ、同乗者Ａ₁及び同乗

者Ａ₂を認め、救助の目的で、仰向けの状態で浮いている操縦者Ａに

近づき、操縦者Ａが意識を失っていることを知った。 

操縦者Ａは、救助に駆けつけた船長Ｂと船長ＣによりＣ船のシート

上に引き上げられた。 

船長Ｂは、意識を失っている操縦者ＡがＣ船から落水するおそれが

あったので、Ｃ船に乗って操縦者Ａを支えることとし、船長Ｃと協力

して同乗者Ａ₁及び同乗者Ａ₂をＢ船のシート上に引き上げた後、Ｃ船

に移乗した。 

船長Ｂは、同乗者Ａ₁が水上オートバイの操縦方法を知っていたの

で、同乗者Ａ₂を乗せてＢ船で本件砂浜まで行くことを依頼した。 

船長Ｃは、操縦者Ａ及び船長Ｂを乗せたＣ船を操縦して本件砂浜に

戻り、目撃者Ａ経由で救急車を要請した。 

操縦者Ａは、救急車が到着するまでの間、福間海岸所在のマリンシ

ョップＢの代表者や操縦者Ａの友人により、ＡＥＤ（自動体外式除細

動器）等による心肺蘇生が行われた後、到着した救急車により福津市

所在の病院に搬送されたものの、死亡が確認され、死因が溺水と検案

された。 

同乗者Ａ₁は、到着した救急車により福岡県古賀市所在の病院に搬

送され、左蝶形骨骨折、脳震盪、頸椎捻挫等と診断された。 

同乗者Ａ₂は、友人の運転する自家用車で古賀市所在の病院に行っ

て受診し、頸椎捻挫と診断された。 

本船は、操縦者Ａの友人等により回収され、本件砂浜に戻った。 
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（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項 操縦者Ａは、小型船舶操縦士免許取得以来、毎年約５～１０回水上

オートバイを操縦して遊走を行っていた。 

Ａ船は、船体及び機関に不具合又は故障はなかった。 

操縦者Ａは、本事故当日１２時ごろから、友人等と共にバーベ  

キューを行っていたが、体調不良等を訴えていなかった。 

操縦者Ａ、同乗者Ａ₁及び同乗者Ａ₂は、いずれも固型式救命胴衣を

着用しており、ヘルメットなどの保護具は着用していなかった。 

目撃者Ａ、船長Ｂ及び船長Ｃは、水上オートバイを高速で航走して

いた際に、高さ約０.２～０.３ｍの横波を受け、バランスを崩して落

水した経験があったので、高さ約０.２～０.３ｍの横波を受ける状況

下で同乗者を乗せる場合には、横波を受けてもバランスが崩れること

がないよう時速約３０～５０km の速力（対地速力、以下同じ。）で航

走していた。 

目撃者Ａ、並びに本事故後、本事故発生場所付近に設置されていた

防犯カメラに映っていたＡ船の映像を見た船長Ｂ及び船長Ｃは、事故

直前のＡ船が時速約６０～７０kmの速力で航走していたと推定した。 

目撃者Ａは、操縦者Ａがふだんから水上オートバイを高速で航走さ

せることを好む傾向があったので、時速約６０～７０kmの速力で航走

していたのかもしれないと本事故後に思った。 

Ａ船の取扱説明書には、操船する際の安全情報として次のとおり記

載されていた。 

・自身の操船技量をよく知り、果敢な航走は避けてください。操船

に影響がでたり、落水や衝突する率が増えます。 

・１人のときに比べ、同乗者を伴う場合はマリンジェットの操船特

性が異なってきます。操船がより難しくなるために高度な技量が

必要となります。 

・操船者と同乗者の合計体重が増すほど、マリンジェットのバラン

スを保つことが難しくなります。 

海上保安庁のウォーターセーフティガイド*1には、波を受ける場合

は、できるだけ船首方向から３０°以内で受ける旨、横方向から波を

受けると波の力で転覆するリスクが高まる旨、及び波を横切らなけれ

ばならない場合は、十分に速度を落として、なるべく波の衝撃を受け

ないようにする旨が記載されていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 

あり 

なし 

あり 

                             
*1
 海上保安庁ウォーターセーフティガイド https://www6.kaiho.mlit.go.jp/watersafety/index.html 
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 判明した事項の解析  操縦者Ａの死因は、溺水であった。 

Ａ船は、風力２の西風により高さ約０.２～０.３ｍの風浪が発生し

ている状況下、操縦者Ａが、同乗者Ａ１及び同乗者Ａ２を乗せて時速約

６０～７０kmの速力で航走したことから、左舷方から風浪を受けて右

舷側に傾いた状態で跳ね上がって着水した際、そのまま右舷側に横転

するとともに操縦者Ａ、同乗者Ａ₁及び同乗者Ａ₂が落水したものと考

えられる。 

操縦者Ａは、ふだんから水上オートバイを高速で航走させることを

好む傾向があったことから、風力２の西風により高さ約０.２～０.３

ｍの風浪が発生している状況下、同乗者Ａ１及び同乗者Ａ２を乗せて時

速約６０～７０kmの速力で航走した可能性があると考えられる。 

操縦者Ａは、落水した際、救命胴衣を着用していたものの、うつぶ
．．．

せ
．
の状態で意識を失っていたことから、溺水に至ったものと考えられ

る。 

操縦者Ａは、小型船舶操縦免許証が失効していたことから、Ａ船の

操縦を行ってはならなかった。 

原因 本事故は、Ａ船が、風力２の西風により高さ約０.２～０.３ｍの風

浪が発生している状況下、操縦者Ａが、同乗者Ａ１及び同乗者Ａ２を乗

せて時速約６０～７０kmの速力で航走したため、左舷方から風浪を受

けて右舷側に傾いた状態で跳ね上がって着水した際、そのまま右舷側

に横転するとともに操縦者Ａ、同乗者Ａ₁及び同乗者Ａ₂が落水したこ

とにより発生したものと考えられる。 

再発防止策 

 

今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・水上オートバイの操縦者は、同乗者を乗せる場合、単独で操縦す

るよりもバランスを保つことが難しく、操縦が難しくなることに

留意し、高速で航走すると横波を受けた際にバランスを崩して乗

船者が落水する危険性があるので、速力を抑えて航走すること。 

・操縦者は、受有する小型船舶操縦免許証の有効期間を確認して適

正に更新手続を行い、有効な小型船舶操縦免許証を受有していな

い場合、水上オートバイ等の操縦を行わないこと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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 事故発生場所 
（令和３年８月２６日  
１６時４１分ごろ発生） 
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福津市 

福
間
海
岸 


